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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービスの事業の廃止 （大島支庁取扱い）４

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業者の指定 （大島支庁取扱い）５

公 告

○大規模小売店舗の届出について市町村から聴取した意見に関する公告
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鹿児島県告示第1084号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）第15条

の17第１項の規定により，次のとおり指定区域を指定する。

平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 指定区域

摩川内市答院町上手字山城5921番19の一部，5921番20，5921番21，5921番22，5921番

23の一部，5921番30の一部及び5923番の一部

２ 埋立地の区分

法第９条の３第11項において読み替えて準用する法第９条第５項の確認を受けて廃止され

た一般廃棄物の 終処分場に係る埋立地

鹿児島県告示第1085号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）第15条

の17第１項の規定により，次のとおり指定区域を指定する。
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平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 指定区域

摩川内市入来町副田字木場田1397番の一部

２ 埋立地の区分

法第９条の３第11項において読み替えて準用する法第９条第５項の確認を受けて廃止され

た一般廃棄物の 終処分場に係る埋立地

鹿児島県告示第1086号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により，次のとおり保安林として

指定する予定である。

平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 保安林予定森林の所在場所

垂水市田神字長畠1276番，1276番乙，1287番６

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐は，択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び垂水

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第1087号

森林法（昭和26年法律第249号）第29条の規定により，農林水産大臣から次のとおり保安林

の指定を解除する予定である旨の通知があった。

平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 解除予定保安林の所在場所

曽於市大隅町月野字髙松9000番１・字高松尻9392番５・9393番（以上３筆について次の図

に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

農道用地とするため

（「次の図」は，省略し，その図面を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び曽於市役所に

備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第1088号

介護保険法（平成９年法律第123号）第75条の規定により，指定居宅サービス事業者から次

のとおり廃止の届出があった。

平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓

鹿 児 島 県 公 報 平成29年11月14日（火）第3366号



- 3 -

鹿 児 島 県 公 報 平成29年11月14日（火）第3366号

事 業 所 指定居宅サービス事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

＠（あっと）訪 摩川内市中郷 株式会社香里 出 水 市 武 本 山床 涼子 平成29年 訪 問 看 護

問看護ステーシ 町4620－１バー 13683番地３ 10月31日

ョン摩川内 ディー102号

特定非営利活動 薩摩郡さつま町 特定非営利活動 薩摩郡さつま町 平野 孝志 平成29年 福 祉 用 具

法人北薩ネット 宮之城屋地2818 法人北薩ネット 宮之城屋地2818 1 0月31日 貸 与

ワーク 番地 ワーク 番地

特定非営利活動 薩摩郡さつま町 特定非営利活動 薩摩郡さつま町 平野 孝志 平成29年 特 定 福 祉

法人北薩ネット 宮之城屋地2818 法人北薩ネット 宮之城屋地2818 1 0月31日 用 具 販 売

ワーク 番地 ワーク 番地

鹿児島県告示第1089号

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文の規定により，次のとおり指定居宅

サービス事業者として指定した。

平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

＠（あっと）訪 摩川内市中郷 株式会社メディ 摩川内市中郷 山﨑 隆夫 平成29年 訪 問 看 護

問看護ステーシ 町4620番地１バ ナイン 町4620番地１ 1 1月１日

ョン摩川内 ーディー102号

福祉用具貸与事 薩摩郡さつま町 合同会社ＨＣＴ 薩摩郡さつま町 平野 孝志 平成29年 福 祉 用 具

業所北薩ネット 宮之城屋地2818 Ｐ 宮之城屋地2818 1 1月１日 貸 与

ワーク 番地 番地

福祉用具貸与事 薩摩郡さつま町 合同会社ＨＣＴ 薩摩郡さつま町 平野 孝志 平成29年 特 定 福 祉

業所北薩ネット 宮之城屋地2818 Ｐ 宮之城屋地2818 1 1月１日 用 具 販 売

ワーク 番地 番地

鹿児島県告示第1090号

介護保険法（平成９年法律第123号）第82条第２項の規定により，指定居宅介護支援事業者

から次のとおり廃止の届出があった。

平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 所 指定居宅介護支援事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

＠（あっと）居 摩川内市中郷 株式会社香里 出 水 市 武 本 山床 涼子 平成29年 居 宅 介 護

宅介護支援事業 町4620－１バー 13683番地３ 10月31日 支 援

所 ディー102号

鹿児島県告示第1091号

介護保険法（平成９年法律第123号）第46条第１項の規定により，次のとおり指定居宅介護

支援事業者として指定した。

平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓
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事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

＠（あっと）居 摩川内市中郷 株式会社メディ 摩川内市中郷 山﨑 隆夫 平成29年 居 宅 介 護

宅介護支援事業 町4620番地１バ ナイン 町4620番地１ 1 1月１日 支 援

所 ーディー102号

鹿児島県告示第1092号

介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５の規定により，指定介護予防サービス事業

者から次のとおり廃止の届出があった。

平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 所 指定介護予防サービス事業者
廃 止 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

＠（あっと）訪 摩川内市中郷 株式会社香里 出 水 市 武 本 山床 涼子 平成29年 介 護 予 防

問看護ステーシ 町4620－１バー 13683番地３ 10月31日 訪 問 看 護

ョン摩川内 ディー102号

特定非営利活動 薩摩郡さつま町 特定非営利活動 薩摩郡さつま町 平野 孝志 平成29年 介 護 予 防

法人北薩ネット 宮之城屋地2818 法人北薩ネット 宮之城屋地2818 1 0月31日 福 祉 用 具

ワーク 番地 ワーク 番地 貸 与

特定非営利活動 薩摩郡さつま町 特定非営利活動 薩摩郡さつま町 平野 孝志 平成29年 特 定 介 護

法人北薩ネット 宮之城屋地2818 法人北薩ネット 宮之城屋地2818 1 0月31日 予 防 福 祉

ワーク 番地 ワーク 番地 用 具 販 売

鹿児島県告示第1093号

介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文の規定により，次のとおり指定介護

予防サービス事業者として指定した。

平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓

事 業 所 申 請 者
指 定 年 月 サ ー ビ ス

主たる事務所の 代表者の氏
名 称 所 在 地 名 称 日 の 種 類

所在地 名

＠（あっと）訪 摩川内市中郷 株式会社メディ 摩川内市中郷 山﨑 隆夫 平成29年 介 護 予 防

問看護ステーシ 町4620番地１バ ナイン 町4620番地１ 1 1月１日 訪 問 看 護

ョン摩川内 ーディー102号

福祉用具貸与事 薩摩郡さつま町 合同会社ＨＣＴ 薩摩郡さつま町 平野 孝志 平成29年 介 護 予 防

業所北薩ネット 宮之城屋地2818 Ｐ 宮之城屋地2818 1 1月１日 福 祉 用 具

ワーク 番地 番地 貸 与

福祉用具貸与事 薩摩郡さつま町 合同会社ＨＣＴ 薩摩郡さつま町 平野 孝志 平成29年 特 定 介 護

業所北薩ネット 宮之城屋地2818 Ｐ 宮之城屋地2818 1 1月１日 予 防 福 祉

ワーク 番地 番地 用 具 販 売

大島支庁告示第21号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

46条第２項の規定により，指定障害福祉サービス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス

の事業の廃止の届出があった。

平成29年11月14日

大島支庁長 鎮寺裕人
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事 業 所 指定障害福祉サービス事業者 障 害 福 祉
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

ヘルパーステー 奄美市名瀬長浜 有限会社エム・ 大島郡龍郷町嘉 岡田 憲治 平成29年 居 宅 介 護

ションエム・ケ 町18番11号佐藤 ケイ 渡433番地４ 10月31日 ・ 重 度 訪

イ ビル205号 問 介 護 ・

同 行 援 護

大島支庁告示第22号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

平成29年11月14日

大島支庁長 鎮寺裕人

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

ヘルパーステー 奄美市名瀬港町 一般社団法人奄 大島郡瀬戸内町 古谷雄一郎 平成29年 居 宅 介 護

ション未来 18番地19号１階 美雇用福祉支援 大字古仁屋字松 11月１日 ・ 重 度 訪

協会 江４番地１ 問 介 護 ・

同 行 援 護

大規模小売店舗の届出について市町村から聴取した意見に関する公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に

よりいちき串木野市長から次のとおり意見を聴取したので，当該意見を平成29年11月14日から

１月間，鹿児島県商工労働水産部商工政策課において縦覧に供する。

平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 意見の対象となった大規模小売店舗の名称及び所在地

（仮称）ドラッグストアモリいちき串木野店

いちき串木野市東塩田町232番１ 外

２ 意見の対象となった届出及び届出年月日

法第５条第１項の規定による新設に関する届出

平成29年６月20日

３ 意見の概要

 騒音等に対する事項

騒音・振動・悪臭・光害など周辺住民に迷惑とならないよう配慮し，廃棄物は適正に処

理すること。

 交通に対する事項

関係車両は道路上に駐車しないように指導・周知に努めるとともに，イベント開催時等，

混雑が予想される場合においては，交通整理員の適切な配置を行うなど安全対策を講ずる

こと。

 その他の事項

当該地には，周知の埋蔵文化財はありませんが，発見した場合には，遅滞なくいちき串

木野市教育委員会社会教育課へ届け出ること。

…………………………………………………

開発行為に関する工事の完了公告

都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関

公 告
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する工事は，完了した。

平成29年11月14日

鹿児島県知事 三反園訓

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称

鹿屋市串良町上小原字栄田145番１，146番１，147番，148番，149番，150番２，150番３，

150番４，150番５，150番６，151番１，151番２，151番３，152番１，152番２，152番３及

び154番１並びに肝属郡肝付町前田字西浦2090番１の一部及び2090番10

２ 開発許可を受けた者の住所及び名称並びに代表者の氏名

肝属郡肝付町前田972番地

山佐木材株式会社

代表取締役 佐々木幸久

鹿児島県公安委員会告示第124号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

平成29年11月14日

鹿児島県公安委員会委員長 豊島忍

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＣＲデジハネ攻殻機動隊ＣＸＢ サミー株式会社 7P1279

回胴式遊技機 ＧｉｒｌｓＧｕｎｓＧｒｏｏｖｙ 株式会社ニューギン 7S0994

－Ｖ

回胴式遊技機 烈火の炎Ｚ 株式会社ニューギン 7S1121

回胴式遊技機 コードギアスＲ２Ｃ．Ｃ．／ＺＳ 株式会社ロデオ 7S1251

公 安 委 員 会 告 示


